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高 力 ボ ル ト の 基 準 張 力 、 高 力 ボ ル ト 引 張 接 合 部 の 引 張 り の 許 容 応 力 度 及 び 高 力 ボ ル ト の 材 料 強 度 の 基 準 強 度 （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

（ 昭 和 五 十 五 年 建 設 省 告 示 第 千 七 百 九 十 五 号 ）

改 　 　 　 　 正 　 　 　 　 案 現 　 　 　 　 　 　 　 行

　 建 築 基 準 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 九 十 二 条 の 二 、 第 九 十

四 条 及 び 第 九 十 六 条 の 規 定 に 基 づ き 、 高 力 ボ ル ト の 基 準 張 力 、 高 力 ボ ル ト 引 張 接

合 部 の 引 張 り 許 容 応 力 度 及 び 高 力 ボ ル ト の 材 料 強 度 の 基 準 強 度 を そ れ ぞ れ 次 の よ

う に 定 め る 。

　 　 高 力 ボ ル ト の 基 準 張 力 、 高 力 ボ ル ト 引 張 接 合 部 の 引 張 り の 許 容 応 力 度 及 び

　 　 高 力 ボ ル ト の 材 料 強 度 の 基 準 強 度 を 定 め る 件

第 一 　 高 力 ボ ル ト の 基 準 張 力

一 　 高 力 ボ ル ト の 基 準 張 力 （ 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十

八 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 六 十 七 条 の 規 定 に 適 合 す る 場 合 に 限 る 。 ） は

、 次 の 表 の 数 値 と す る 。

建 築 基 準 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 九 十 二 条 の 二 、 第 九 十

四 条 及 び 第 九 十 六 条 の 規 定 に 基 づ き 、 高 力 ボ ル ト の 基 準 張 力 、 高 力 ボ ル ト 引 張 接

合 部 の 引 張 り 許 容 応 力 度 及 び 高 力 ボ ル ト の 材 料 強 度 の 基 準 強 度 を そ れ ぞ れ 次 の よ

う に 定 め る 。

　 　 高 力 ボ ル ト の 基 準 張 力 、 高 力 ボ ル ト 引 張 接 合 部 の 引 張 り の 許 容 応 力 度 及 び

　 　 高 力 ボ ル ト の 材 料 強 度 の 基 準 強 度 を 定 め る 件

第 一 　 高 力 ボ ル ト の 基 準 張 力

　 　 高 力 ボ ル ト の 基 準 張 力 は 、 次 の 表 の 数 値 と す る 。

高 力 ボ ル ト の 品 質 高 力 ボ ル ト の 品 質

高 力 ボ ル ト の

種 類

高 力 ボ ル ト の 締 付 ボ ル ト 張 力

（ 単 位 　 一 平 方 ミ リ メ ー ト ル

に つ き ニ ュ ー ト ン ）

高 力 ボ ル ト の 基 準 張

力 （ 単 位 　 一 平 方 ミ

リ メ ー ト ル に つ き ニ

ュ ー ト ン ）

高 力 ボ ル ト の

種 類

高 力 ボ ル ト の 締 付 ボ ル ト 張 力

（ 単 位 　 一 平 方 セ ン チ メ ー ト

ル に つ き キ ロ グ ラ ム ）

高 力 ボ ル ト の 基 準 張

力 （ 単 位 　 一 平 方 セ

ン チ メ ー ト ル に つ き

キ ロ グ ラ ム ）

一 種 四 〇 〇 以 上 四 〇 〇 一 種 四 、 ○ ○ ○ 以 上 四 、 ○ ○ ○

二 種 五 〇 〇 以 上 五 〇 〇 二 種 五 、 ○ ○ ○ 以 上 五 、 ○ ○ ○

三 種 五 三 五 以 上 五 三 五 三 種 五 、 三 五 ○ 以 上 五 、 三 五 ○

　 こ の 表 に お い て 、 一 種 、 二 種 及 び 三 種 は 、 日 本 工 業 規 格 （ 以 下 「 Ｊ Ｉ Ｓ

」 と い う 。 ） Ｂ 一 一 八 六 （ 摩 擦 接 合 用 高 力 六 角 ボ ル ト ・ 六 角 ナ ッ ト ・ 平 座

　 こ の 表 に お い て 、 一 種 、 二 種 及 び 三 種 は 、 日 本 工 業 規 格 （ 以 下 「 Ｊ Ｉ Ｓ

」 と い う 。 ） Ｂ 一 一 八 六 │ 一 九 七 九 （ 摩 擦 接 合 用 高 力 六 角 ボ ル ト ・ 六 角 ナ
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金 の セ ッ ト ） │ 一 九 九 五 に 定 め る 一 種 、 二 種 及 び 三 種 の 摩 擦 接 合 用 高 力 ボ

ル ト 、 ナ ッ ト 及 び 座 金 の 組 合 わ せ を 表 す も の と す る 。

ッ ト ・ 平 座 金 の セ ッ ト ） に 定 め る 一 種 、 二 種 及 び 三 種 又 は こ れ ら と 同 等 以

上 の 品 質 を 有 す る 摩 擦 接 合 用 高 力 ボ ル ト 、 ナ ッ ト 及 び 座 金 の 組 合 わ せ を 表

す も の と す る 。

二 　 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 一 号 。 以

下 「 法 」 と い う 。 ） 第 三 十 七 条 の 規 定 に 基 づ き 建 設 大 臣 の 認 定 を 受 け た も の

に あ っ て は 、 そ の 種 類 及 び 品 質 に 応 じ て 建 設 大 臣 が 指 定 し た 数 値 と す る 。

第 二 　 高 力 ボ ル ト 引 張 接 合 部 の 引 張 り の 許 容 応 力 度

一 　 高 力 引 張 接 合 部 の 高 力 ボ ル ト の 軸 断 面 に 対 す る 引 張 り 許 容 応 力 度 （ 令 第 六

十 七 条 の 規 定 に 適 合 す る 場 合 に 限 る 。 ） は 、 次 の 表 の 数 値 と す る 。

第 二 　 高 力 ボ ル ト 引 張 接 合 部 の 引 張 り の 許 容 応 力 度

高 力 引 張 接 合 部 の 高 力 ボ ル ト の 軸 断 面 に 対 す る 引 張 り 許 容 応 力 度 は 、 次 の 表

の 数 値 と す る 。

高 力 ボ ル ト の 品 質 長 期 に 生 ず る 力 に 対 す る

引 張 り の 許 容 応 力 度 （ 単

位 　 一 平 方 ミ リ メ ー ト ル に

つ き ニ ュ ー ト ン ）

短 期 に 生 ず る 力 に 対 す る 引

張 り の 許 容 応 力 度 （ 単 位 　

一 平 方 ミ リ メ ー ト ル に つ き

ニ ュ ー ト ン ）

高 力 ボ ル ト の 品 質 長 期 応 力 に 対 す る 引 張 り の

許 容 応 力 度 （ 単 位 　 一 平 方

セ ン チ メ ー ト ル に つ き キ ロ

グ ラ ム ）

短 期 応 力 に 対 す る 引 張 り

の 許 容 応 力 度 （ 単 位 　 一

平 方 セ ン チ メ ー ト ル に つ

き キ ロ グ ラ ム ）

第 一 の 表 中 項 に 掲

げ る も の

二 五 〇

第 一 の 表 中 項 に 掲

げ る も の

二 、 五 ○ ○

第 一 の 表 中 項 に 掲

げ る も の

三 一 〇

第 一 の 表 中 項 に 掲

げ る も の

三 、 一 ○ ○

第 一 の 表 中 項 に 掲

げ る も の

三 三 〇

長 期 に 生 ず る 力 に 対 す る

引 張 り の 許 容 応 力 度 の 数

値 の 一 ・ 五 倍 と す る

第 一 の 表 中 項 に 掲

げ る も の

三 、 三 ○ ○

長 期 応 力 に 対 す る 引 張 り

の 許 容 応 力 度 の 数 値 の 一

・ 五 倍 と す る

二 　 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 法 第 三 十 七 条 の 規 定 に 基 づ き 建 設 大 臣 の 認 定 を

受 け た も の に あ っ て は 、 そ の 種 類 及 び 品 質 に 応 じ て そ れ ぞ れ 建 設 大 臣 が 指 定

し た 数 値 と す る 。

第 三 　 高 力 ボ ル ト の 材 料 強 度 の 基 準 強 度

一 　 高 力 ボ ル ト の 材 料 強 度 の 基 準 強 度 （ 令 第 六 十 七 条 の 規 定 に 適 合 す る 場 合 に

限 る 。 ） は 、 次 の 表 の 数 値 と す る 。

第 三 　 高 力 ボ ル ト の 材 料 強 度 の 基 準 強 度

　 　 高 力 ボ ル ト の 材 料 強 度 の 基 準 強 度 は 、 次 の 表 の 数 値 と す る 。
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高 力 ボ ル ト の 品 質 基 準 強 度 （ 単 位 　 一 平 方 ミ リ メ ー ト ル に つ き ニ ュ ー ト

ン ）

高 力 ボ ル ト の 品 質 基 準 強 度 （ 単 位 　 一 平 方 セ ン チ メ ー ト ル に つ キ ロ グ

ラ ム ）

Ｆ 八 Ｔ 六 四 〇 Ｆ 八 Ｔ 六 、 四 ○ ○

Ｆ 十 Ｔ 九 〇 〇 Ｆ 十 Ｔ 九 、 ○ ○ ○

Ｆ 十 一 Ｔ 九 五 〇 Ｆ 十 一 Ｔ 九 、 五 ○ ○

　 こ の 表 に お い て 、 Ｆ 八 Ｔ 、 Ｆ 十 Ｔ 及 び Ｆ 十 一 Ｔ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｂ 一 一 八 六

│ 一 九 九 五 （ 摩 擦 接 合 用 高 力 六 角 ボ ル ト ・ 六 角 ナ ッ ト ・ 平 座 金 の セ ッ ト ）

に 定 め る Ｆ 八 Ｔ 、 Ｆ 十 Ｔ 及 び Ｆ 十 一 Ｔ の 高 力 ボ ル ト を 表 す も の と す る 。

　 こ の 表 に お い て 、 Ｆ 八 Ｔ 、 Ｆ 十 Ｔ 及 び Ｆ 十 一 Ｔ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｂ 一 一 八 六

│ 一 九 七 九 （ 摩 擦 接 合 用 高 力 六 角 ボ ル ト ・ 六 角 ナ ッ ト ・ 平 座 金 の セ ッ ト ）

に 定 め る Ｆ 八 Ｔ 、 Ｆ 十 Ｔ 及 び Ｆ 十 一 Ｔ 又 は こ れ ら と 同 等 以 上 の 品 質 を 有 す

る 高 力 ボ ル ト を 表 す も の と す る 。

二 　 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 法 第 三 十 七 条 の 規 定 に 基 づ き 建 設 大 臣 の 認 定 を

受 け た も の に あ っ て は 、 そ の 種 類 及 び 品 質 に 応 じ て そ れ ぞ れ 建 設 大 臣 が 指 定

し た 数 値 と す る 。


